
 

受験に関する注意（新型コロナウイルス感染症関連） 

・新型コロナウイルス感染症等を含む学校保健安全法（学校保健安全法施⾏令、学校保健安全法施⾏規
則を含む）で出席停⽌が求められている感染症に罹患し、治癒していない受験⽣⼜は新型コロナウイ
ルス感染症が疑われる（発熱・咳等の症状がある受験⽣で、試験当⽇ 37.5 度以上の発熱がある）場合
は、他の受験⽣に感染のおそれがあるため受験できません（保健所等から新型コロナウイルス感染症
の「濃厚接触者」に該当するとされた者で試験当⽇が 2 週間の健康観察期間内である場合を含む）。
これらの理由で受験できなかった場合は、所定の⼿続きを経たうえで、当該⼊学試験のために納付し
た⼊学検定料を返還します。 

・発熱・咳等の症状がある受験⽣は、あらかじめ医療機関を受診してください。 

・試験当⽇は、受付の際に発熱・咳等の症状の有無や濃厚接触者に該当するかどうか等のアンケートを
⾏いますので、各⾃で検温してから来校してください。 

・試験当⽇は、発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、マスクを着⽤してください。 

・休憩時間や昼⾷時等の他者との接触、会話を極⼒控えてください。 

・試験室への⼊退室を⾏うごとに、⼿指消毒を⾏ってください。 

・試験中に体調の異変を感じた場合は、すぐに試験監督に知らせてください。 

・定期的に換気を⾏うため、体温調整しやすい服装でお越しください。 

・試験終了後は、試験監督の指⽰に従い、案内された順に退出してください。 

・⼤学構内では、マスクを廃棄しないでください。 

・試験終了後は、まっすぐ帰宅し、帰宅後は速やかに⼿や顔を洗ってください。 

・試験当⽇は、受験⽣及び教職員以外は構内⽴ち⼊り禁⽌とします。保護者控室の設定はありません。 

・⾷堂及び購買は営業しません。昼⾷が必要な場合は持参し、指定された座席で⾷事をとってください。 

・他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、可能な限りインフルエンザワクチンその他の予防接種を受
けておくことを推奨します。 

・⽇ごろから、⼿洗い・⼿指消毒、咳エチケットの徹底、⾝体的距離の確保、「三つの密」の回避を⾏う
とともに、バランスのとれた⾷事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理を⼼がけてください。 

・感染拡⼤状況により、やむを得ず試験⽇時や選抜⽅法などを変更する場合があります。神⼾芸術⼯科
⼤学ウェブサイトにて最新情報を確認してください。 
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